
商品分類 属性区分

単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産
（収益の源泉） 投資対象資産 決算頻度 投資対象

地域 投資形態 為替ヘッジ

追加型 海外 債券 その他資産（投資信託証券
（債券  一般 ））

年12回
（毎月） エマージング ファンド・オブ・

ファンズ

＜円コース＞
あり（部分ヘッジ）
＜円コース以外＞

なし

ファンドの商品分類および属性区分

ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

■ 委託会社　［ファンドの運用の指図を行う者］
アムンディ・ジャパン株式会社
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第350号
設 立 年 月 日：1971年11月22日
資　　本　　金：12億円（2013年9月末現在）
運用する投資信託財産の合計純資産総額：
1兆9,658億円（2013年12月末現在）

■ 受託会社　［ファンドの財産の保管および管理を行う者］
株式会社 りそな銀行
（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）

■ ＜ファンドに関する照会先＞

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。

投資信託説明書（交付目論見書）

●本書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。この目論見書により行うアムンディ・TCW・
新興国債券ファンド（通貨選択型）の受益権の募集については、発行者であるアムンディ・ジャパン株式会社（委託会社）は、同法第5条の
規定により有価証券届出書を平成26年3月7日に関東財務局長に提出しており、平成26年3月8日にその届出の効力が生じておりま
す。

●ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は下記＜ファンドに関する照会先＞のホームページで閲覧できま
す。また、本書には投資信託約款の主な内容が含まれておりますが、投資信託約款の全文は投資信託説明書（請求目論見書）に掲載されて
おります。

●投資信託説明書（請求目論見書）については、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。ご請求された場合
には、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。

●ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号）に基づいて組成された金融商品であり、商品内容の重大な
変更を行う場合には、同法に基づき事前に受益者の意向を確認する手続き等を行います。また、ファンドの投資信託財産は、受託会社に
より保管されますが、信託法によって受託会社の固有財産等との分別管理等が義務付けられています。

●ファンドの販売会社、基準価額等については、下記＜ファンドに関する照会先＞までお問合せください。

追加型投信／海外／債券

アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（通貨選択型）
使用開始日：2014.03.08

円コース
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◆資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

中国元

インドルピー

インドネシア
ルピア

ファンドの名称について
正式名称のほかに、略称等で記載する場合があります。

正式名称 略　　称
アムンディ･TCW･新興国債券ファンド（米ドルコース） 米ドルコース
アムンディ･TCW･新興国債券ファンド（豪ドルコース） 豪ドルコース
アムンディ･TCW･新興国債券ファンド（ブラジルレアルコース） ブラジルレアルコース
アムンディ･TCW･新興国債券ファンド（アジア通貨コース） アジア通貨コース
アムンディ･TCW･新興国債券ファンド（円コース） 円コース

　　　＊上記を総称して「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（通貨選択型）」または「各ファンド」という場合、あるいは個別に「ファンド」 
　　　　という場合があります。

 ファンドの目的
　各ファンドは、インカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して
　運用を行います。

 ファンドの特色
　1. 各ファンドは、新興国の債券を実質的な主要投資対象とします。
　●各ファンドは、新興国※1の債券を主要投資対象とする円建の外国籍の投資信託である「TCWファンズ-TCW・

エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド」と、円建の国内籍の投資信託である「ＣＡマネープールファンド
（適格機関投資家専用）」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式※２で運用します。

　　　　　※1 新興国とは経済が成長過程にあり、今後も高成長が期待できる国のことです。
　　　　　※2  ファンド・オブ・ファンズとは複数の投資信託証券に投資する投資信託のことをいいます。投資信託証券を以下「投資信託」と

記載します。

　● 新興国の債券には、米ドル建を中心とした新興国の政府、政府機関および企業等が発行する債券や、新興国の
現地通貨建債券が含まれます。実質的に投資する新興国債券等の格付には制限を設けません。

　●新興国の債券の運用は、TCWインベストメント・マネジメント・カンパニー（以下、「TCW」といいます）が行います。
ファンドの仕組み

投
資
者
（
受
益
者
）

投　資

損　益

投　資

損　益

投　資

損　益

投　資

損　益

投　資

損　益

投　資

損　益

投　資

損　益

投　資

損　益

　投　資

　損　益

申込金

収益分配金・償還金等

申込金

収益分配金・償還金等

申込金

収益分配金・償還金等

申込金

収益分配金・償還金等
投　資

損　益

投　資

損　益

申込金

収益分配金・償還金等

【イメージ図】

米ドル、XJシェアクラス

TCWファンズ -TCW・エマージング・
マーケッツ・インカム・ファンド
（ルクセンブルク籍投資信託／円建）

アムンディ・TCW・
新興国債券ファンド（通貨選択型）

投資対象とする投資信託 実質的な
主要投資対象

ファンド

豪ドル、XJHAUシェアクラス

ブラジルレアル、XJHBシェアクラス

アジア通貨、XJHA1シェアクラス

円、XJHJシェアクラス

CAマネープールファンド
（適格機関投資家専用）（国内籍投資信託／円建）

本邦通貨表示の
短期公社債、

コール・ローン等の
短期金融商品

投
資
者
（
受
益
者
）

新
興
国
の
債
券
　
等

ブラジルレアルコース

豪ドルコース

米ドルコース

円コース

アジア通貨コース

投　資

損　益

アジア通貨コース

円コース

＊「TCWファンズ－TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド」への投資比率は、原則として90％以上とすることを基本とします。

「アジア通貨」とは…
　　  中国、インドおよびインドネシアの3ヵ国の通貨（中国元、インドルピーおよびインドネシアルピア）をいい 

ます。また、原則として、これらの通貨を均等に配分したものを、以下「アジア通貨バスケット」といいます。

 ファンドの目的・特色
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◆資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーの概要

◆1971年にロサンゼルスで設立され、40年以上の歴史を有します。
◆約1,308億米ドル（約12兆7,857億円、1米ドル＝97.75円で換算。2013年9月末現在）の運用資産
を有します。

◆機関投資家、企業年金、個人投資家向けに資産を運用しております。
◆債券の運用会社として定評のあったメット・ウエストを2010年2月に買収しています。
◆株式の運用会社からスタートしたため、個別企業リサーチ力が債券運用にも生かされています。株式リ
サーチ・チームとの連携により、卓越した企業分析力に基づく優れた銘柄選択能力を有しています。

◆ファンド評価機関から最高評価を得ているファンドを多く運用しています。
◆エマージング（新興国）債券運用は経験豊富な運用チームが担当しています。

＊上記は、2013年9月末現在の情報に基づきます。運用体制等は、今後変更されることがあります。

2.  「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（通貨選択型）」は、投資する外国籍投資信託
における為替取引が異なる5つのコースから構成されています。
　● 豪ドルコース、ブラジルレアルコース、アジア通貨コースでは、米ドル売り／取引対象通貨買いの為替取引を行

います。

　● 円コースでは、為替変動リスクの低減を目的として、主に米ドル売り／円買いの為替取引（対円での「為替ヘッジ」

といいます）を行います。

　●米ドルコースでは、対円での為替ヘッジを行いません。

ファンドの収益源/基準価額変動要因のイメージ図

新
興
国
の
債
券

＋

＋

＋

＋

＋

＋

＋

＋

為替取引による
プレミアム／コスト

為替変動

米ドル／豪ドル

米ドル／ブラジルレアル

米ドル／アジア通貨

円／豪ドル

円／米ドル

円／ブラジルレアル

円／アジア通貨

ブラジルレアルコース

豪ドルコース

アジア通貨コース

米ドル／円円コース

米ドルコース

　　　＊ 本書での取引対象通貨は、「豪ドル」、「ブラジルレアル」、「アジア通貨バスケット」、「円」を指します。
　　　＊  円コースでは、対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではなく、

主に円に対する米ドルの為替変動の影響を受ける可能性があります。
円コース以外の為替取引が異なるコースでは、為替取引を行う際に外国籍投資信託が保有する米ドル建資産額と為替取引額を一致
させることができないため、主に円に対する米ドルの為替変動の影響を受ける場合があります。各ファンドの主要投資対象である外
国籍投資信託が現地通貨建債券を保有している場合は、基準価額は現地通貨と米ドルの為替変動の影響を受けます。

　　　＊ 米ドルコースでは、対円での為替ヘッジを行わないため、主に円に対する米ドルの為替変動の影響を大きく受けます。
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〔通貨選択型投資信託の収益のイメージ〕　
• 通貨選択型の投資信託は、株式や債券などの投資対象資産への投資に加えて、為替取引の対象通貨を選択できる
ように設計された投資信託です。なお、各ファンドの実質的な投資対象資産は、米ドル建を中心とする新興国の債券
です。

申込金

収益分配金
償還金等

Ⓐ利子収入・
　投資対象資産の
　価格変動

Ⓒ為替変動 Ⓑ為替取引

投　資

〔各ファンドにおけるイメージ図〕

＊取引対象通貨が円以外の場合には、当該取引対象通貨の対円での為替リスクが発生することに留意が必要です。

各ファンド各ファンドお客さま
（投資者）
お客さま
（投資者）

米ドル建を中心とする
新興国債券

米ドル建を中心とする
新興国債券

取引対象通貨取引対象通貨

　　　＊ 各ファンドは、実際の運用においてはファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。
　　　＊  米ドルコースでは原則として対円での為替ヘッジを行いません。円コースでは、対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。

•各ファンドの収益源としては、以下の3つの要素が挙げられます。
これらの収益源に相応してリスクが内在していることに注意が必要です。

収益の源泉 ＋＋＝
為替変動C

＋＝ 利子収入・投資対象資産の
値上がり／値下がり

A
為替差益／為替差損

＋＋
為替取引新興国債券 B

為替取引による
プレミアム／コスト

収益を得られる
ケース

・金利の低下
・発行体の信用状況の改善

・ 取引対象通貨の短期金利
＞米ドルの短期金利

・ 円に対して取引対象通貨高
・ 円に対して米ドル高
（米ドルコースの場合）

債券価格の上昇 プレミアム（金利差
相当分の収益）の発生

為替差益の発生

損失やコストが
発生するケース

債券価格の下落
コスト（金利差

相当分の費用）の発生 為替差損の発生

・金利の上昇
・発行体の信用状況の悪化

・ 取引対象通貨の短期金利
＜米ドルの短期金利

＊米ドルコースを除きます※1。

・ 円に対して取引対象通貨安
・ 円に対して米ドル安
（米ドルコースの場合）
＊円コースを除きます※2。

※1  米ドルコースでは、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
※2  円コースでは、原則として対円での為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図ります。ただし、為替変動リスクを完全に排除

できるものではなく、主に円に対する米ドルの為替変動の影響を受ける可能性があります。

　　　＊  各ファンドの主要投資対象である外国籍投資信託が現地通貨建債券を保有している場合は、基準価額は現地通貨と米ドルの為替変
動の影響も受けます。

　　　＊  一部の取引対象通貨については、NDF取引を用いて為替取引を行います。NDF取引による価格は需給や当該通貨に対する期待
等により、金利差から想定される為替取引の価格と大きく乖離し、当該金利差から想定される期待収益性と運用成果が大きく異な
る場合があります。

　　　＊  市況動向等によっては、上記の通りにならない場合があります。
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　3.  各ファンドは、毎決算時（原則として毎月8日。休業日の場合は翌営業日とします）に、
原則として収益分配方針に基づき収益分配を行います。

　● 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます）等の全額とし
ます。

　● 分配金額は、委託会社が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の
場合には分配を行わないこともあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証す
るものではありません。

　● 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います。

〔収益分配金に関する留意事項〕
● 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純
資産から支払われますので、分配金が支払われる
と、その金額相当分、基準価額は下がります。

投資信託で分配金が
支払われるイメージ 投資信託の純資産

分配金

● 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われ
る場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
　また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

前期決算日から基準価額が上昇した場合 前期決算日から基準価額が下落した場合

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

（注）分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および
④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。

10,500円

前期決算日 当期決算日
分配前

＊50円を取崩し＊分配対象額
500円

＊分配対象額
450円

当期決算日
分配後

＊500円
（③＋④）

当期決算日
分配前

＊80円を取崩し ＊分配対象額
420円

＊分配対象額
500円

当期決算日
分配後

前期決算日

10,550円

100円
分配金

100円
分配金

10,450円

＊450円
（③＋④）

期中収益
（①＋②）50円
＊50円

10,500円

10,400円

10,300円
＊500円
（③＋④）

＊420円
（③＋④）

配当等収益①20円
＊80円

● 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場
合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合

普通分配金：個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金（特別分配金）：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）

の額だけ減少します。
（注）普通分配金に対する課税については、後記「手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。

普通分配金
元本払戻金
（特別分配金）

元本払戻金
（特別分配金）

（当初個別元本） 個別元本

投資者の
購入価額

分配金
支払後

基準価額

※元本払戻金（特別分
配金）は実質的に元
本の一部払戻しと
みなされ、その金額
だけ個別元本が減
少します。また、元
本払戻金（特別分配
金）部分は非課税扱
いとなります。

（当初個別元本） 個別元本

投資者の
購入価額

分配金
支払後

基準価額

　  主な投資制限
　●投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
　●原則として、外貨建資産への直接投資は行いません。
　●デリバティブ取引の直接利用は行いません。
　●株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます）への直接投資は行いません。
　●同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

◆資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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収益（リターン）の源泉となる３つのポイント収益（リターン）の源泉となる３つのポイント

ポイントポイント11  新興国の債券に投資
新興国債券を実質的な主要投資対象とすることで、インカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指します。
各ファンドが投資する「TCWファンズ－TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド」は、トータルリターン※の
最大化を目指して運用を行います。
※トータルリターンとは、インカムゲイン（利子収入）とキャピタルゲイン（値上がり益）を合わせた収益のことです。

追加的記載事項

※上記は過去のデータやイメージであり、将来を示唆あるいは保証するものではありません。
　また、各ファンドの運用実績ではありません。各ファンドの将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

新興国の債券とは、経済が成長過程にあり、今後も高成長が期待できる国が発行する債券です。
新興国の中でも、①積極的に経済構造改革を行い、②先進国の市場との連携を高め、③地理的な優位性を戦略的に活用しようとする国に注目します。

出所： ブルームバーグのデータを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。
※ 投資対象ファンドの利回りは、各ファンドの投資対象である「TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド」の平均最終利
回りを使用。
 日本国債：シティ日本国債インデックス、世界国債（除く日本）：シティ世界国債インデックス（除く日本）、新興国国債（米ドル建）：JPモルガンEMBI
グローバル・ディバーシファイド・インデックス、グローバル社債（投資適格債）：BofAMLグローバル・コーポレイト・インデックス、新興国社債（投
資適格債）：JPモルガンCEMBIディバーシファイド・ハイ・グレード、グローバル・ハイイールド債：BofAMLグローバル・ハイイールド・コンストレ
イント・インデックス、新興国社債（ハイイールド債）：JPモルガンCEMBIディバーシファイド・ハイイールド
＊ BofAMLの各インデックスは、バンクオブアメリカ・メリルリンチの許可を得て使用しています。当該インデックスに関する知的財産権および
その他一切の権利はバンクオブアメリカ・メリルリンチに帰属します。

出所： IMF「World Economic Outlook Database, October 2013」
のデータを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。

出所： IMF「World Economic Outlook Database, October 2013」
のデータを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。

公的債務比率（対GDP比）公的債務比率（対GDP比）
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新興国

（2008年～2018年、年次（予想含む））

新興国の実質GDP成長率新興国の実質GDP成長率
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104.1%

 

 

140

120

100

80

60

40

20

0
新興国 先進国（G7）

2003年
2013年
2018年（予想）

 

34.7%

74.5%

（％）

新興国経済は、所得の向上による消費の増加と若年層
が多い人口構成を背景に先進国の2～ 3倍のスピード
で成長しています。

新興国は過去の通貨危機などを教訓に、公的債務を減
らし、国家財政の健全化に取り組んできました。今後の
信用力向上が期待されます。

 

 

 

 
 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

グローバル・
ハイイールド債

新興国社債  
（投資適格債）  

グローバル社債  
（投資適格債）  

新興国国債  投資対象
ファンド※

新興国社債
（ハイイールド債）  

世界国債  
（除く日本）（米ドル建） 

日本国債 

1.9%

0.7%

5.9%

3.0%

5.0%

6.3% 6.7%
7.2%

（％） （2013年 12月末現在）

●基準価額の変動要因（一般的なイメージ図）

新興国債券の
利回り

発行体の
信用格付

基準価額
上昇要因 低　下 上　昇

基準価額
下落要因 上　昇 低　下

＊  新興国債券は相対的に格付が低いため信用リスク
が高くなります。

各債券の利回り比較各債券の利回り比較
　新興国債券の利回りは相対的に高くなっています。

＊これらの収益源に相応してリスクが内在していることに注意が必要です。
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※上記は過去のデータやイメージであり、将来を示唆あるいは保証するものではありません。
　また、各ファンドの運用実績ではありません。各ファンドの将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

追加的記載事項
【ご参考】【ご参考】
類似ポートフォリオ（TCWエマージング債券（コンポジット類似ポートフォリオ（TCWエマージング債券（コンポジット※※））のパフォーマンス））のパフォーマンス
※コンポジットとは、類似した投資戦略を持つファンドのパフォーマンスを集計したものです。

ファンドの類似ポートフォリオは設定来、数多くの危機を経験しながらも参考指数（新興国国債）の市場
平均を大きく上回る実績を達成しています。

類似ポートフォリオと参考指数類似ポートフォリオと参考指数＊＊の比較（米ドルベース）の比較（米ドルベース）
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（円） （百万米ドル）〈パフォーマンス推移〉

〈年間トータルリターン〉

（1994年5月末～2013年12月末、月次）

（1994年6月1日～2013年12月末、年次）

94年5月 96年5月 98年5月 00年5月 02年5月 04年5月 06年5月 08年5月 10年5月 12年5月
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94年95年96年97年98年99年00年01年 03年04年05年06年07年08年09年10年11年12年02年

（%）

類似ポートフォリオ
参考指数

類似ポートフォリオ運用資産額（右軸）
類似ポートフォリオ（左軸）
参考指数（左軸）

13年

メキシコ危機
（1994年）

アジア通貨危機
(1997年)

リーマン・ショック
（2008年）

欧州債務問題
（2011年）

－6.8

25.3

48.7

15.5

－23.9

33.2

－12.1

－4.5

47.6

21.3

1.9

22.9

11.0
17.2

14.1

29.8

14.0
8.6 9.5

4.3

グラフ上：類似ポートフォリオと参考指数のトータル・リターン推移。1994年5月末を100として指数化。
グラフ下： 1994年は類似ポートフォリオの設定日（1994年6月1日）から年末までの年間トータルリターンを算出。

＊ 参考指数は、1994年6月1日～1995年9月30日はJPモルガンEMBIインデックス、1995年10月1日～1999年9月30日はJPモルガンエマージン
グ・マーケッツ・ボンドインデックス・プラス、1999年10月1日～JPモルガンEMBIグローバル・ディバーシファイド・インデックスを使用しています。

ご注意
上記は、運用チームの過去の実績をご紹介するため、類似ポートフォリオである TCWエマージング債券（コンポジット）
の過去の実績を示したものであり、それ以上のことを一切示唆するものではありません。
TCWエマージング債券ファンド（コンポジット）は、ファンドが主要投資対象とする「TCWファンズ -TCW・エマージング・
マーケッツ・インカム・ファンド」と運用チーム、運用哲学は同一ですが、費用等が異なっています。したがって、上記は
TCWエマージング債券（コンポジット）の過去の実績であり、「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド（通貨選択型）」の
将来の運用成果等を示唆または保証したものでは一切ないことに十分にご注意ください。
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追加的記載事項
追加的記載事項では、アジア通貨バスケットを「アジア通貨」という場合があります。

ポイントポイント22   為替取引について
各コースによって、為替取引が異なります。
豪ドルコース、ブラジルレアルコース、アジア通貨コースでは、米ドル売り／取引対象通貨買いの為替取引を行います。
円コースでは、対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ります。米ドルコースでは対円での為替ヘッジを
行いません。
米ドルより金利が高い通貨で為替取引を行う場合は、プレミアム（金利差相当分の収益）が期待できます。
反対に、金利が低い通貨で為替取引を行う場合には、コスト（金利差相当分の費用）が生じます。

為替取引とは、主に為替予約取引等を利用して、実質的な投資対象である通貨を換える手段です。
豪ドルコース、ブラジルレアルコース、アジア通貨コースでは、米ドル売り／取引対象通貨買いの為替取引を行います。
為替取引を行うことにより、円に対する取引対象通貨の為替変動の影響を受けます。
「円コース」以外は、米ドルまたは取引対象通貨に対する円での為替ヘッジを行いませんので、ご注意ください。

※上記は過去のデータやイメージであり、将来を示唆あるいは保証するものではありません。
　また、各ファンドの運用実績ではありません。各ファンドの将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

出所 : ブルームバーグのデータを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。
出所 :  ＊小数点以下、四捨五入の関係で各対象通貨の短期金利と、為替取引によるプレミアム/コストと米ドルの短期金利合計が一致しない場合があります。

各通貨の短期金利　米ドル：3ヵ月LIBOR、豪ドル：3ヵ月BBSW（豪州銀行間取引金利）、ブラジルレアル：3ヵ月CD（譲渡性預金）レート、
アジア通貨：中国元（上海・インターバンク・オファード・レート3ヵ月）、インドルピー（NSE・インターバンク3ヵ月オファード・レート）、インド
ネシアルピア（ジャカルタ・インターバンク・オファリング・レート3ヵ月）を均等配分、円：3ヵ月LIBORより算出。

• 上記は先物為替レート等を概算する際の目安として参照する金利であり、各ファンドが実際に為替取引を行う先物為替等の水準から逆算される金利とは異な
る場合があります。
• 各ファンドの為替取引によるプレミアム/コストは、分配金水準を示唆あるいは保証するものではありません。また、米ドルの金利が取引対象通貨より高い場合
や投資環境等が変化した場合等には、為替取引によるコストが発生する場合があります。
• ｢ブラジルレアルコース」の為替取引はＮＤＦ取引（直物為替先渡し取引）等によって行いますので、当該ＮＤＦ取引等により逆算されるブラジルレアル金利と
上記金利は異なります。
• ｢アジア通貨コース」の為替取引として行うＮＤＦ取引による価格は、アジア通貨（中国元、インドネシアルピア、インドルピー）の国内金利と米ドル金利の金利差
から想定される為替取引の価格と大きく乖離し、当該ＮＤＦ取引により得られる損益と上記の為替取引によるプレミアム/コストとは異なります。
• 米ドルコース以外では米ドルに対して取引対象通貨で為替取引を行いますが、実際の運用にあたっては常に100％為替取引を行えるとは限りません。
100％為替取引を実施した場合と比べて、為替取引によるプレミアムを十分に得ることが出来ない可能性があります。

為替取引のイメージ

　　＊  為替取引を行う際に外国籍投資信託が保有する米ドル建資産額と為替取引額を一致させることができないため、米ドルと取引対象
通貨の金利差を十分に享受することができない可能性があります。

為替取引によるプレミアム/コスト為替取引によるプレミアム/コスト

●基準価額の変動要因（一般的なイメージ図）

米ドル短期金利と取引対象通貨の
短期金利の関係

基準価額
上昇要因

米ドル短期金利 < 取引対象通貨短期金利

プレミアム（金利差相当分の収益）の獲得

基準価額
下落要因

米ドル短期金利 > 取引対象通貨短期金利

コスト（金利差相当分の費用）の発生
＊ 当イメージ図は、投資時点における金利差が投資成果に与える
影響について説明したものであり、金利差の変動による投資時点
以後の基準価額の変動を意味するものではありません。

（2013年12月末現在）（%）

ブラジルレアル
（10.1%）

豪ドル
（2.6%）

米ドル アジア通貨
（7.5%）

円
（0.1%）

12

10
為替取引によるプレミアム
為替取引によるコスト

（   ）各取引対象通貨の短期金利

米ドル短期金利

0.2%

7.2%

2.4%

9.9%

-0.1%

8

6

4

2

0

－2

為替取引によるプレミアム／コストは、おおよそ取引対象通貨の短期金利から米ドルの短期
金利を引いた値で簡便的に計算しています。

＊  金利が低い通貨で為替取引を行う場合は、コスト（金利差相当分の費用）が生じますので、基準価額の下落要因となることがあります。

新興国の債券 新興国の債券
為替取引前 為替取引後

米ドル（対円）の為替変動リスク 取引対象通貨（対円）の為替変動リスク

為替取引

為替取引によるプレミアムが期待できる例
為替取引による
プレミアム

取引対象通貨の短期金利  米ドルの短期金利 取引対象通貨の短期金利  米ドルの短期金利
短期金利差相当額（為替取引によるプレミアム）を受取ることができます。

為替取引によるコストが発生する例

為替取引によるコスト為替取引によるコスト

短期金利差相当額（為替取引によるコスト）を支払うことになります。

実質的に米ドルを取引対象通貨に交換
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ポイントポイント33   為替差益も期待
為替差益も収益源の一つとなります。選択コースの取引対象通貨（円コースを除く）が対円で上昇（円安）した場合、
為替差益を得ることができます。反対に、選択コースの取引対象通貨（円コースを除く）が対円で下落（円高）した場合、
為替差損が発生します。

追加的記載事項

※上記は過去のデータやイメージであり、将来を示唆あるいは保証するものではありません。
　また、各ファンドの運用実績ではありません。各ファンドの将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

※アジア通貨は中国元、インドルピー、インドネシアルピアの各通貨を均等に配分して算出。
出所：ブルームバーグのデータを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。

●基準価額の変動要因（一般的なイメージ図）

為替レート（対円） 為替レート（対円）

基準価額
上昇要因

取引対象通貨
が対円で上昇
（円安）

基準価額
下落要因

取引対象通貨
が対円で下落
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アジア通貨※ブラジルレアル

米ドル
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*2000年12月末を
100として指数化

03年12月

00年12月 06年12月 09年12月 12年12月03年12月00年12月 06年12月 09年12月 12年12月

12年12月

03年12月

00年12月 06年12月 09年12月03年12月 12年12月

（2000年 12月末～2013年 12月末、月次）

為替レート（対円）の推移為替レート（対円）の推移

出所：ブルームバーグのデータを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。

［各通貨の対円最大上昇率・最大下落率（年次）］

最大上昇率 最大下落率

米ドル 21.4% －18.8%

豪ドル 31.1% －34.8%

ブラジルレアル 36.1% －43.3%

アジア通貨 12.2% －26.9%
－50% 

－40% 
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円安

円高

豪ドル
ブラジルレアル
アジア通貨

米ドル

（2002年～2013年）

• 米ドルコースでは、対円での為替ヘッジを行わないため、主に円に対する米ドルの為替変動の影響を大きく受けます。円コース以外の為替取引が異
なるコースでは、為替取引を行う際に外国籍投資信託が保有する米ドル建資産額と為替取引額を一致させることができないため、主に円に対する
米ドルの為替変動の影響を受ける場合があります。
• 各ファンドの主要投資対象である外国籍投資信託が現地通貨建債券を保有している場合は、基準価額は現地通貨と米ドルの為替変動の影響を受けます。

各通貨の対円の変化率（年次）各通貨の対円の変化率（年次）
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 各ファンドが投資対象とする投資信託の概要
外国籍投資信託

フ ァ ン ド 名

TCWファンズ－TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド（米ドル、XJシェアクラス）
TCWファンズ－TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド（豪ドル、XJHAUシェアクラス）
TCWファンズ－TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド（ブラジルレアル、XJHBシェアクラス）
TCWファンズ－TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド（アジア通貨、XJHA1シェアクラス）
TCWファンズ－TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド（円、XJHJシェアクラス）

基 本 的 性 格 ルクセンブルク籍会社型投資信託（円建）

ファンドの特色 新興国の債券を主要投資対象とし、インカムゲインとキャピタルゲインを合わせたトータルリターンの最大化を
目指して運用を行います。

投 資 方 針

①原則として、純資産総額の80％以上を新興国の政府、政府機関、企業等が発行する債券（現地通貨建債
券を含む）、短期有価証券ならびに短期金融商品に投資します。

②原則として、少なくとも４ヵ国以上の新興国に分散して投資します。
③TCWファンズ－TCW·エマージング ·マーケッツ ·インカム·ファンド（米ドル、XJシェアクラス）は、主に
実質的に米ドル建資産を保有します。TCWファンズ－TCW·エマージング ·マーケッツ ·インカム·ファンド
（豪ドル、XJHAUシェアクラス）は、原則として米ドルに対して豪ドルで為替取引を行います。TCWファ
ンズ－TCW·エマージング ·マーケッツ ·インカム·ファンド（ブラジルレアル、XJHBシェアクラス）は、原
則として米ドルに対してブラジルレアルで為替取引を行います。TCWファンズ－TCW·エマージングマーケッ
ツ ·インカム·ファンド（アジア通貨、XJHA1シェアクラス）は、原則として米ドルに対してアジア通貨バス
ケットで為替取引を行います。TCWファンズ－TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド（円、
XJHJシェアクラス）は、原則として米ドルに対して対円での為替ヘッジを行います。

④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

主 な 投 資 制 限

①デフォルトした債券に投資する場合がありますが、その投資割合は原則として投資信託財産の純資産総額
の20％以内とします。

②原則として、米ドル以外の通貨配分を投資信託財産の純資産総額の25%以内とします。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

収 益 分 配 方 針 原則として、毎月分配を行う方針です。
設 定 日 2012年1月24日
信 託 報 酬 年率0.87％
信託財産留保額 0.1％
申 込 手 数 料 なし
投 資 顧 問 会 社 TCWインベストメント・マネジメント・カンパニー
副投資顧問会社 アムンディ・ジャパン株式会社

運 用 プ ロ セ ス

①投資アイデアの創造 ②ファンダメンタル分析 ③シナリオ分析

第一次リサーチ
財務およびテクニカル
スクリーニング
投資テーマ
相対価値分析

トップダウン･アプローチ
カントリー・リスク

為替およびイールドカーブ分析／流動性等

アップサイド・シナリオ
ベース・ケース

ダウンサイド・シナリオ
TCW独自の発行体モデルを用いて、
各シナリオのリスク調整後の

トータルリターンの期待値を求める

＋

ボトムアップ･アプローチ
企業財務

業界見通し等

リ ス ク 管 理

● TCWでは、顧客資産の保全を図り、迅速かつ正確に投資活動を捉え、報告するために、効果的な内部管
理体制とリスク管理体制を維持、向上することに努めています。そのため、リスク管理は運用部門から独
立して行われ、リスク管理委員会に定期的に報告する体制が確立されています。

●VaRやストレステストなど様々な手法や独自のリスク管理システムなどのツールを用いてファンドのリ
スクを計測、管理しています。特に、市場リスク、カウンターパーティーリスク、流動性リスク、オペレー
ションリスクを注視しています。さらに、コンプライアンスチームが法令上の制限を含む投資制限の確
認を行っています。また、新たに生じるリスクにも対応できるような体制を構築しています。

国内籍投資信託
フ ァ ン ド 名 ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）
基 本 的 性 格 日本籍契約型投資信託（円建）

フ ァ ン ド の 特 色 主として本邦通貨表示の短期公社債に投資し、安定した収益の確保を目指して運用を行うとともに、あわせて
コール・ローンなどで運用を行うことで流動性の確保を図ります。

投 資 方 針

1）投資対象:本邦通貨表示の短期公社債を主要投資対象とします。
2）投資態度:①  主として、本邦通貨表示の短期公社債に投資し、安定した収益の確保を目指して運用を行うとと

もに、あわせてコール・ローンなどで運用を行うことで流動性の確保を図ります。
　　　　　　②  資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記

の運用ができない場合があります。
主 な 投 資 制 限 外貨建資産への投資は行いません。
設 定 日 2007年11月7日
信 託 報 酬 年率0.35%（税抜）以内
委 託 会 社 アムンディ・ジャパン株式会社
申 込 手 数 料 なし
受 託 会 社 株式会社 りそな銀行

◆資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

ポートフォリオ
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投資リスク

 基準価額の変動要因
各ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として債券など値動きのある有価証券（外貨建資産
には為替変動リスクがあります）に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資
元本が保証されているものではありません。各ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元
本を割込むことがあります。各ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。なお、投資信
託は預貯金とは異なります。

① 価格変動リスク
各ファンドが主要投資対象とする外国籍投資信託は、主に新興国の債券を投資対象としています。
債券の価格はその発行体の政治状況、経営状況および財務状況、一般的な経済状況や金利、証券の
市場感応度の変化等により価格が下落するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には債券
価格は下落します。特に、新興国の債券等の価格は、金利の変動や投資環境の変化等の影響を大き
く受け、短期間に大幅に変動する可能性があります。当該債券の価格が下落した場合には、各ファン
ドの基準価額も下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。

② 為替変動リスク
 ■豪ドルコース、ブラジルレアルコースおよびアジア通貨コース
• 各ファンドの主要投資対象である外国籍投資信託は、米ドル建を中心とした新興国の債券等に投資
し、原則として米ドル売り、 取引対象通貨買いの為替取引を行います。そのため、各ファンドは円に
対する取引対象通貨の為替変動の影響を受け、取引対象通貨の為替相場が円高方向に進んだ場合
には、各ファンドの基準価額は下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。また、為替取引
を行う際に米ドル建資産額と為替取引額を一致させることはできませんので、基準価額は主に円に
対する米ドルの為替変動の影響を受ける可能性があります。また、各ファンドの主要投資対象である
外国籍投資信託が現地通貨建債券を保有している場合、基準価額は現地通貨と米ドルの為替変動
の影響を受けます。なお、為替取引を行う際に取引対象通貨の金利が米ドル金利より低い場合、米ドル
と取引対象通貨との金利差相当分の費用（為替取引によるコスト）がかかることにご留意ください。
• 一部の取引対象通貨については、外国籍投資信託においてNDF取引※（ノン・デリバラブル・フォワー
ド、直物為替先渡取引）を用いて為替取引を行います。NDF取引による価格は需給や当該通貨に
対する期待等により、金利差から想定される為替取引の価格と大きく乖離し、当該金利差から想定
される期待収益性と運用成果が大きく異なる場合があります。
※ NDF取引とは、現物通貨の取引規制が厳しい通貨や為替市場が未成熟な通貨の為替取引を行う場合に、あらかじめ約定したNDFレートと満期時の
直物為替レートとの差から計算される差金のみを米ドルまたはその他主要通貨で決済する相対取引です。

■米ドルコース
　 ファンドの主要投資対象である外国籍投資信託は、米ドル建を中心とした新興国の債券等に投資
し、原則として対円での為替ヘッジを行いませんので、主に円に対する米ドルの為替変動の影響を
大きく受けます。また、ファンドの主要投資対象である外国籍投資信託が現地通貨建債券を保有
している場合、基準価額は現地通貨と米ドルの為替変動の影響を受けます。円高になった場合、
投資する外貨建資産の円貨建価値が下落し、ファンドの基準価額が下落する要因となり、損失を被
り投資元本を割込むことがあります。
■円コース
　 ファンドの主要投資対象である外国籍投資信託は、米ドル建を中心とした新興国の債券等に投資
し、原則として対円での為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図ります。ただし、為替
変動リスクを完全に排除できるものではなく、主に円に対する米ドルの為替変動の影響を受ける
可能性があります。また、ファンドの主要投資対象である外国籍投資信託が現地通貨建債券を保有
している場合、基準価額は現地通貨と米ドルの為替変動の影響を受けます。なお、為替ヘッジを
行う際に円金利が米ドル金利より低い場合、米ドルと円との金利差相当分の費用（為替ヘッジコスト）
がかかることにご留意ください。

 投資リスク
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投資リスク

③ カントリーリスク
投資対象国や為替取引の対象国において、金融商品取引所や証券市場、会計基準および法体制等が異
なることがあります。また、政治経済情勢の変化、通貨規制、資本規制、税制の変更による影響が、各ファ
ンドの基準価額の下落要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。

④流動性リスク
 各ファンドに対して短期間で大量の換金の申込があった場合には、各ファンドの主要投資対象である
外国籍投資信託において、組入有価証券の売却および為替取引の解消を行いますが、新興国の債
券等および為替市場の特性から市場において十分な流動性が確保できない場合があり、その場合
には市場実勢から想定される妥当性のある価格での組入有価証券の売却および為替取引の解消が
出来ない場合、あるいは当該換金に十分対応する金額の組入有価証券の売却および為替取引の解
消が出来ない場合があります。この場合、各ファンドの基準価額の下落要因となり、損失を被り投資
元本を割込むことがあります。

⑤信用リスク
• 各ファンドが実質的に投資する債券の発行体や主要投資対象の外国籍投資信託が行う為替取引等の
取引相手方等の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化を含む信用状況等の悪
化という事態は信用リスクの上昇を招くことがあり、その場合には実質的に投資する債券の価格の下
落および為替取引等に障害が生じ、不測のコスト上昇等を招くことがあります。この場合、各ファンドの
基準価額の下落要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
• 債券の発行体等および為替取引等の取引相手方が破産した場合は、投資資金の全部あるいは一部を
回収できなくなることがあります。その結果、各ファンドの基準価額が下落し、損失を被り投資元本を
割込むことがあります。
•特に、新興国の債券等は、発行体の格付が低い場合があり、ハイイールド債（高利回り債／投機的
　格付債）と同程度の格付の場合もあります。このため、格付の高い債券と比較して、一般に信用度
　が低く、発行体の信用状況等の変化により短期間に価格が大きく変動する可能性やデフォルトの
　可能性が高いと考えられます。

◆基準価額の変動要因（投資リスク）は上記に限定されるものではありません。

 その他の留意点
各ファンドの繰上償還
各ファンドの受益権の残存口数に基準価額を乗じて得た純資産総額が10億円を下回った
場合等には、信託を終了させることがあります。
各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・
オフ）の適用はありません。

 リスクの管理体制
各ファンドのリスク管理として、運用リスク全般の状況をモニタリングするとともに、運用パフォーマ
ンスの分析および評価を行い、リスク委員会に報告します。このほか、委託会社は関連法規、諸規則
および運用ガイドライン等の遵守状況をモニターしリスク委員会に報告するほか、重大なコンプラ
イアンス事案については、コンプライアンス委員会で審議を行い、必要な方策を講じており、グルー
プの独立した監査部門が随時監査を行います。

◆上記は本書作成日現在のリスク管理体制です。リスク管理体制は変更されることがあります。
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 分配の推移
決算日 米ドルコース 豪ドルコース ブラジルレアルコース アジア通貨コース 円コース

19期（2013年8月8日） 220円 220円 180円 230円 140円

20期（2013年9月9日） 220円 220円 180円 230円 140円

21期（2013年10月8日） 220円 220円 180円 230円 140円

22期（2013年11月8日） 220円 220円 180円 230円 140円

23期（2013年12月9日） 220円 220円 180円 230円 140円

直近1年間累計 2,360円 2,360円 2,040円 2,360円 1,680円

設定来累計 3,115円 3,390円 3,540円 3,360円 2,330円

＊分配金は、1万口当たり・税引前です。
＊直近5期分を表示しています。

運用実績

 基準価額・純資産の推移

※上記の運用実績は、過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
※運用実績等については、表紙に記載の委託会社ホームページにおいて閲覧することができます。

 運用実績 2013年12月30日現在

基準価額 純資産総額

米ドルコース 11,554円 97.6億円

豪ドルコース 9,851円 25.4億円

ブラジルレアルコース 8,580円 30.0億円

アジア通貨コース 9,973円 15.3億円

円 コ ー ス 8,867円 37.3億円
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【ブラジルレアルコース】
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【豪ドルコース】
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＊ 再投資後基準価額は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。
＊ 基準価額の計算において信託報酬は控除しています。＊ グラフの目盛はファンドごとに異なる場合があります。
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 期間別騰落率
期間 米ドルコース（％） 豪ドルコース（％） ブラジルレアルコース（％） アジア通貨コース（％） 円コース（％）
1ヵ月 2.77 0.78 1.72 2.37 －0.07
3ヵ月 7.62 3.33 5.06 7.11 0.72
6ヵ月 6.71 3.68 2.47 1.82 0.05
1年 15.68 2.12 5.46 7.94 －5.26
3年 － － － － －
設定来 50.54 34.39 24.28 36.10 11.61

＊ 騰落率は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。ファンドの騰落率であり、実際の投資家利回りとは異なります。

※上記の運用実績は、過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
※運用実績等については、表紙に記載の委託会社ホームページにおいて閲覧することができます。
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＊ 年間収益率は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。
＊ ファンドにはベンチマークはありません。＊ グラフの目盛はファンドごとに異なる場合があります。
＊ 2012年は設定日（1月31日）から年末までの騰落率を表示しています。

 主要な資産の状況

◆組入上位10ヵ国
投資国 組入比率

1 ブラジル 14.50%
2 メキシコ 13.67%
3 ロシア 12.39%
4 トルコ 6.16%
5 コロンビア 4.45%
6 クロアチア 3.88%
7 ハンガリー 3.20%
8 アルゼンチン 3.11%
9 ペルー 3.04%
10 中国 2.94%

投資国数 32

 TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド
 ◆組入上位10銘柄

銘柄 投資国 クーポン（%） 格付 組入比率S&P Moody's
1 Petroleos de Venezuela SA ベネズエラ 8.500 　B－ － 2.43%
2 スロベニア国債 スロベニア 5.500 　A－ Ba1 1.72%
3 ブラジル国債 ブラジル 10.000 　A－ Baa2 1.60%
4 Banco Santander Mexico SA メキシコ 5.950 BB Ba1 1.59%
5 セルビア国債 セルビア 4.875 　BB－ B1 1.52%
6 メキシコ国営石油公社 メキシコ 4.875 　BBB+ Baa1 1.48%
7 アルゼンチン国債 アルゼンチン 変動利率 － － 1.44%
8 Tenedora Nemak SA de CV メキシコ 5.500 　BB+ Ba2 1.37%
9 Central American Bottling Co グアテマラ 6.750 BB Ba2 1.37%
10 Schahin II Finance Co SPV ブラジル 5.875 　BBB－ Baa3 1.34%

平均格付 BB＋ 組入全銘柄数 110

＊ 平均格付とは、基準日時点でファンドが保有している有価証券の信用格付を加重平均したものであり、ファンドの信用格付ではありません。
＊ 組入上位10銘柄、組入上位10ヵ国の組入比率は、純資産総額に対する比率です。
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手続・手数料等

 お申込みメモ
　◆ お取扱いコース、購入・換金のお申込みの方法ならびに単位および分配金のお取扱い等について、販売会社によっ
て異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。

購 入 単 位 1円または1口を最低単位として販売会社が定める単位とします。
詳しくは販売会社にお問合せください。

購 入 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

購 入 代 金 販売会社が定める期日までにお支払いください。

換 金 単 位 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問合せください。

換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。

換 金 代 金 換金申込受付日より起算して、原則として5営業日目から販売会社においてお支払いします。

申 込 締 切 時 間 原則として毎営業日の午後3時※までに購入・換金のお申込みができます。
販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。

購 入・ 換 金 申 込
受 付 不 可 日

ファンドの休業日（東京証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの
銀行休業日、ルクセンブルクの銀行休業日のいずれかに該当する場合、または12月24日である
場合）には、受付けません。

購 入 の 申 込 期 間 平成26年3月8日から平成27年3月6日までとします。
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

換 金 制 限 委託会社の判断により、一定の金額を超える換金申込には制限を設ける場合があります。

購入・換金申込受付
の中止および取消し

委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、購入・換金の申込受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金
の申込受付を取消すことができます。

信 託 期 間 平成28年12月8日までとします。（設定日 ： 平成24年1月31日）

繰 上 償 還
委託会社は、各ファンドの純資産総額が10億円を下回った場合または信託を終了させることが投資
者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の
うえ、信託期間を繰上げて信託を終了させることができます。

決 算 日 年12回決算、原則毎月８日です。休業日の場合は翌営業日とします。

収 益 分 配 年12回。毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。
販売会社によっては分配金の再投資が可能です。

信 託 金 の 限 度 額 各ファンドについて、5,000億円

公 告 日本経済新聞に掲載します。

運 用 報 告 書 毎年6月、12月の決算時および償還時に運用報告書を作成し、知れている受益者に販売会社より
お届けいたします。

課 税 関 係
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
配当控除および益金不算入制度は適用されません。

ス イ ッ チ ン グ 販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行う場合があります。スイッチングの際には、購入時
および換金時と同様に、費用・税金がかかる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。

※上記所定の時間までにお申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の手続きが完了したものを当日の受付分と
　させていただきます。これを過ぎてからのお申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

 手続・手数料等
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ファンドの費用・税金

ファンドの費用
＜投資者が直接的に負担する費用＞

購 入 時 手 数 料
購入申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が独自に定める料率を乗じて得た金額とします。
本書作成日現在の料率上限は3.675%※（税抜3.5%）です。
※ 消費税率が8％となる平成26年4月1日以降は、3.78％となります。
詳しくは販売会社にお問合せください。

信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じて得た金額とします。

＜投資者が投資信託財産で間接的に負担する費用＞

運 用 管 理 費 用
（ 信 託 報 酬 ）

各 フ ァ ン ド

信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率0.8715%※1（税抜0.83%）
を乗じて得た金額とし、各ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
※1 消費税率が8%となる平成26年4月1日以降は、年率0.8964%となります。
［信託報酬の配分］     　　　 　　　　　　（年率）

委託会社 販売会社 受託会社
0.10％（税抜） 0.70％（税抜） 0.03％（税抜）

毎計算期間末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。

投資対象とする
投資信託証券

「TCWファンズ－TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド」
純資産総額に対して年率0.87％※2

※2  日本国外においてかかる費用（日本籍以外の組入投資信託証券の報酬）に関し
ては、消費税等が課税されません。

「CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）」
純資産総額に対して年率0.3675%※3（税抜0.35%）以内
※3 消費税率が8%となる平成26年4月1日以降は、年率0.378%となります。

実 質 的 な
負 担 の 上 限

純資産総額に対して年率1.7415%※4（税込）
※4  各ファンドの信託報酬年率0.8715%（税込）に組入投資信託証券のうち信託

報酬が最大のもの（年率0.87%）を加算しております。消費税率が8%となる
平成26年4月1日以降は、年率1.7664%となります。ファンドの実際の投資信
託証券の組入状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。

◆上記の運用管理費用（信託報酬）は、本書作成日現在のものです。

その他の費用 ・
手 数 料

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用（監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、
目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益権の
管理事務に関連する費用等およびこれらの諸費用にかかる消費税等に相当する金額を含みます）および
受託会社の立替えた立替金の利息は、投資者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。
また、有価証券売買時の売買委託手数料、組入資産の保管費用などの諸費用がかかります。
※ その他の費用・手数料の合計額は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を
表示することはできません。

◆各ファンドの費用の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。

税　　金
・税金は表に記載の時期に適用されます。
・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時　期 項　目 税　金

分配時 所得税および地方税 配当所得として課税
普通分配金に対して20.315%

換金（解約）時および償還時 所得税および地方税 譲渡所得として課税
換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315%

◆上記税率は平成26年1月現在のものです。
◆少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合
　 少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、平成26年1月1日以降の非課税制度です。NISAをご利用の場合、毎年、年間
100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となりま
す。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象と
なります。詳しくは、販売会社にお問合せください。

◆法人の場合は上記とは異なります。
◆ 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご
確認されることをお勧めします。



通貨選択型投資信託の取引に関する確認書 

本書面は、購入時に必ずご確認ください。 

　私は、本商品について、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスク

を有する、特にリスクの高い商品であることを理解しました。 

　また、私は下記を踏まえ、私の判断と責任において本商品の契約を締結することをここに

確認します。 

記 

私は、本商品の特に次に掲げる事項について、交付目論見書により理解しました。 

①投資対象資産が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となること。 

②「選択した通貨」（コース）の短期金利が、投資信託の「投資対象資産の通貨」の短期

金利よりも低くなった場合は、その金利差による「為替取引によるコスト（金利差相当

分の費用）」が発生すること。 

※「選択した通貨」と「投資対象資産の通貨」が同一の場合には、金利差の影響はなく、

「為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）」は発生しません。 

③「選択した通貨」の円に対する為替変動の影響により、「選択した通貨」の対円レート

が下落（円高）した場合は、為替差損が発生すること。 

※「選択した通貨」が円の場合には、為替変動の影響はなく、為替損失は発生しません。 

（注）上記①～③の事項が同時に生じることにより、損失が拡大する可能性もあります。 

以上 

御中 

３１-２７６-２５-８０C
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